
裁
定
請
求

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
25
年
の
資

格
期
間
を
満
た
し
た
方
が
、
65
歳

に
な
る
と
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

自
動
的
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、「
裁
定
請
求
」
と
い
う

手
続
き
を
行
い
、
は
じ
め
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

裁
定
請
求
書
の
事
前
送
付

　

25
年
以
上
の
加
入
期
間
が
あ
っ

て
老
齢
基
礎
年
金
等
の
受
給
年
齢

（
老
齢
基
礎
年
金
で
は
65
歳
）
を
迎

え
る
方
を
対
象
に
し
て
、
受
給
年

齢
に
な
る
３
カ
月
前
に
、
社
会
保

険
庁
か
ら
、「
裁
定
請
求
書
」
が

事
前
に
送
付
さ
れ
て
き
ま
す
。
印

字
さ
れ
た
内
容
を
確
認
し
て
、
漏

れ
な
ど
あ
っ
た
場
合
は
訂
正
す
る

な
ど
し
て
、
裁
定
請
求
書
と
必
要

な
書
類
を
揃
え
指
定
さ
れ
た
場
所

（
役
場
・
社
会
保
険
事
務
所
）
で

手
続
き
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

25
年
の
加
入
期
間
が
不
足
し
て

い
る
方
に
は
、
裁
定
請
求
書
が
事

前
送
付
さ
れ
ず
、
代
わ
り
に
「
年

金
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」
の
ハ
ガ

キ
が
社
会
保
険
庁
か
ら
受
給
年
齢

に
な
る
３
ケ
月
前
に
送
ら
れ
て
き

ま
す
。

カ
ラ
期
間

　
「
カ
ラ
期
間
」
と
は
、
年
金
額

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
２
５

年
の
資
格
期
間
に
は
含
ま
れ
る
期

間
の
こ
と
で
す
。
こ
の
カ
ラ
期
間

と
年
金
加
入
期
間
を
合
わ
せ
た
期

間
が
25
年
以
上
あ
れ
ば
、
老
齢
基

礎
年
金
の
資
格
期
間
を
満
た
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

カ
ラ
期
間
は

①�

厚
生
年
金
等
の
加
入
者
の
被
扶

養
配
偶
者
で
あ
っ
た
昭
和
61
年

３
月
以
前
の
期
間

②�

学
生
で
あ
っ
た
平
成
３
年
３
月

以
前
の
期
間

③�

海
外
在
住
の
期
間
（
任
意
加
入

で
き
な
か
っ
た
昭
和
61
年
３
月

以
前
の
期
間
）

④�

厚
生
年
金
・
船
員
保
険
か
ら
脱

ねんきんだより　

「カラ期間」はありませんか

　　　住民税務課（住民チーム）　電話 0994-22-3039
　　
　　　住民生活課（民生チーム）　電話 0994-25-2511
　　
　　　鹿屋社会保険事務所　　　  電話 0994-42-5211

　10月はマイバッグキャンペーン月間です。九州管内で
統一キャンペーンも実施されています。
　まず、マイバッグを持参し、買い物から、ごみを減ら
す生活を始めましょう！

退
手
当
金
を
受
け
た
昭
和
61
年

３
月
以
前
の
期
間
（
昭
和
61
年

４
月
以
後
に
国
民
年
金
の
加
入

期
間
が
あ
る
場
合
に
限
り
ま

す
。）

※�

ご
自
分
に
、
こ
れ
ら
の
カ
ラ
期

間
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、

年
金
の
受
給
権
に
結
び
つ
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
役
場
又

は
社
会
保
険
事
務
所
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

買い物袋を持参する

レジ袋を断る

ことを始めてみませんか！

10月は土地月間  「住むまちの　明日をみつめて　土地活用」 広報きんこう 2009.10  10


